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大村市立東大村小学校いじめ防止基本方針 令和４年４月５日

大村市立東大村小学校

【学校基本方針の目的】

本方針は、人権尊重の理念に基づき、東大村小学校の全ての児童が充実した学校生活を送

ることができるよう、「いじめ問題」を根絶することを目的に策定するものである。

【いじめ防止に向けての基本姿勢】

いじめの兆候や発生を見逃さず、学校が迅速かつ組織的に対応するために、「いじめ」に

対する認識を全教職員で共有する。

また、いじめはどの児童にも起こりうるという事実を踏まえ、全ての児童を対象に、いじ

めに向かわせないための未然防止に取り組む姿勢を全教職員で共有する。

【関係法令】

◇教育基本法

第４条

すべて国民は、ひとしく、その能力に応じた教育を受ける機会を与えられなければなら

ず、人種、信条、性別、社会的身分、経済的地位又は門地によって、教育上差別されない。

第６条２

前項の学校においては、教育の目標が達成されるよう、教育を受ける者の心身の発達に

応じて、体系的な教育が組織的に行われなければならない。この場合において、教育を受

ける者が、学校生活を営む上で必要な規律を重んずるとともに、自ら進んで学習に取り組

む意欲を高めることを重視して行われなければならない。

第１０条

父母その他の保護者は、子の教育について第一義的責任を有するものであって、生活の

ために必要な習慣を身に付けさせるとともに、自立心を育成し、心身の調和のとれた発達

を図るよう努めるものとする。

◇学校教育法

第３５条

市町村の教育委員会は、次に掲げる行為の一または二以上を繰り返し行う等性行不良で

あって他の児童の教育に妨げがあると認める児童があるときは、その保護者に対して、

児童の出席停止を命ずることができる。

一 他の児童に傷害、心身の苦痛又は財産上の損失を与える行為

二 職員に傷害又は心身の苦痛を与える行為

三 施設又は設備を損壊する行為

四 授業その他の教育活動の実施を妨げる行為
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◇いじめ防止対策推進法

第２条（定義）

この法律において「いじめ」とは、児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍

している等当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響

を与える行為（インターネットを通じて行われるものを含む。）であって、当該行為の対象

となった児童等が心身の苦痛を感じているものをいう。

第４条（いじめの禁止）

児童等は、いじめを行ってはならない。

第８条（学校及び学校の教職員の責務）

学校及び学校の教職員は、基本理念にのっとり、当該学校に在籍する児童等の保護者、

地域住民、児童相談所その他の関係者との連携を図りつつ、学校全体でいじめの防止及び

早期発見に取り組むとともに、当該学校に在籍する児童等がいじめを受けていると思われ

るときは、適切かつ迅速にこれに対処する責務を有する。

第９条（保護者の責務等）

保護者は、子の教育について第一義的責任を有するものであって、その保護する児童等

がいじめを行うことがないよう、当該児童等に対し、規範意識を養うための指導その他の

必要な指導を行うよう努めるものとする。

【めざす児童像】

【いじめ防止対策のための組織】

いじめ防止対策委員会

いじめ防止に関する措置を実効的に行うため、管理職、生徒指導担当、特別支援教育コー

ディネーター、養護教諭、当該学級担任等による「いじめ防止対策委員会」を設置し、必

要に応じて委員会を開催する。

東っ子を見つめる会

毎月一回、全教職員で問題傾向を有する児童について、現状や指導についての情報交換、

及び共通理解、共通実践について話合いを行う。

やさしい子（徳） かしこい子（知） たくましい子（体）
【挨拶返事・正しい言葉遣い・思いやり】 【主体的な学び・学力の定着・家庭学習】 【強い心・粘り強さ・健康増進】

・進んで挨拶や返事ができる。 ・自ら学ぶことができる。 ・強い心で取り組む。
・時と場に応じた正しい言葉遣 ・基礎学力を身に付け、活用で ・最後まで粘り強く努力でき
いができる。 きる。 る。

・相手のことを思いやることが ・進んで読書や家庭学習に取り ・体力づくりに進んで取り組
できる。 組むことができる。 むことができる。
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【ＰＴＡ及び関係機関等との連携】

○児童が発する変化のサインに気づいたら、学校に相談することの大切を伝える。

○「いじめ問題」の解決には、学校・家庭・地域の連携を深めることが大切であることを学

校便り、学校評議員会、学校支援会議、ＰＴＡ総会、学級懇談会等で伝えるとともに理解

と協力をお願いする。

○いじめが確認された場合は、保護者に事実関係を伝え、いじめを受けた児童とその保護者

に対する支援、いじめを行った児童の保護者に対する助言等を行う。また、事実確認によ

り判明した、いじめ事案に関する情報を適切に提供する。

○いじめの事実を確認した場合は市教育委員会への速やかな報告を行う。また、重大事態発

生時の対応等については、教育委員会に指導・助言のもとに学校として組織的に動く。

◇保護者の役割

保護者は、子どもの教育について第一義的な責任を有することを認識し、子どもたちが安

心して生活できる環境を整え、温かな人間関係の中で、子どもに思いやりの心や、規範意識、

正義感などを育む。また、子どもの誰もが「いじめる側」にも「いじめられる側」にもなる

可能性があることを理解し、寄り添い、支えることが大切である。

・日ごろから子どもが悩みを相談しやすいような雰囲気づくりに努める。

・子どもとともに過ごす時間を大切にし、子どもを理解するとともに、子どもの変化に気付

くよう努める。

・基本的な生活習慣の確立や、情報機器使用のルールの策定など、家庭におけるルールづく

りに努める。

・学校の教育方針や教育活動への理解や協力に努めるとともに、ふだんから学校とコミュニ

ケーションをとるよう心がける。

◇地域における取組との連携

・ＰＴＡ活動によるいじめ防止等の取組の支援

・地域人材の学校教育活動への参画

・児童と家庭や地域の多くの大人が接するような取組推進

・公民館活動や青少年健全育成事業への児童の積極的な参加

・学校と学童保育施設の連携による児童の状況把握

・地区子ども会等での地域における児童の状況把握
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《いじめ問題への具体的な取組》

○学校全体での取組

項 目 児童に関わること 保護者にかかわること(学校→保護者→子ども)

い じ め の ○世の中にはいろいろな考えをもっている人 ○自分の物や他人の物を大切に扱うように育

未然防止に がいることを理解させる。 てる。

関すること ○学級活動等の時間を活用して、インターネ ○携帯電話やインターネットを使うルールづ

ットの危険やモラルについて指導する。 くりを行う。

○「道徳ノート」等を活用して、道徳教育の ○友達の気持ちを踏みにじったり傷つけたり

充実を図る。 することの重大さを日頃から子どもに伝え

○正しい判断力（自己指導能力）を身に付け る。

させる。 ○地域での様々な体験を通して、集団の一員

○進んで奉仕体験活動に取り組ませる。 としての自覚や自信を育ませる。

い じ め の ○児童が集団から離れて一人で行動している ○子どもとの会話をできるだけ多くする。

早期発見に 時は、声をかけて話を聞く。 ○服装等の汚れや乱れに気を配る。

関すること ○個人面談やアンケートを実施したり、休み ○子どもの持ち物に気を配り、なくなったり、

時間や放課後等を利用したりして、児童か 増えたりしていないか観察する。

ら情報を収集する。 ○悩みは何でも親に相談できるような雰囲気

○いじめ相談電話等、いじめ相談窓口を周知 を、普段から作っておく。

する。

○上履き・机・椅子・学用品・掲示物等にい

たずらがあったら直ぐに対応し、原因を明

らかにする。

い 暴 い ○本人や周辺からの聞き取りを重視し、身体 ○わが子を守り抜く姿勢を見せ、子どもの話

じ 力 じ 的・精神的被害について的確に把握し、迅 に耳を傾け、事実や心情を聞くようにする。

め を め 速に初期対応をする。 ○いじめの問題解決に向けた学校の方針への

の 伴 ら ○休み時間や登下校の際も教師による見回り 理解を求め協力してもらう。

早 う れ を行い、被害が継続しない体制を整える。

期 い た ○いじめの理由や背景をつきとめ、根本的な

対 じ 側 解決を図る。

応 め

に の い ○いじめは「絶対に許さない」という毅然と ○学校は、いじめられた子どもを守ることを

関 場 じ した態度で臨み、事実を確認し、いじめを 第一に考えた対応をとることを伝える。

す 合 め やめさせる。 ○事実を冷静に確認し、わが子の言い分を十

る た ○いじめの理由や背景を突き止め、根本的な 分に聞くようにする。

こ 側 解決を図る。 ○被害児童、保護者に対して、適切な対応（謝

と ○カウンセラー、教育相談、児童相談所、警 罪等）をするように伝える。

察等、関係諸機関と連携をとる。

暴 い ○本人や周辺からの聞き取りを重視し、精神 ○わが子を守り抜く姿勢を子どもに見せるよ

力 じ 的被害について的確に把握し、迅速に初期 うに伝える。

を め 対応をする。 ○いじめの問題解決に向けた学校の方針への

伴 ら ○休み時間や登下校の際も教師による見回り 理解を求め協力してもらう。

わ れ を行い、被害が継続しない体制を整える。

な た ○いじめの理由や背景をつきとめ、根本的な

い 側 解決を図る。

場

合 い ○いじめは「絶対に許さない」という毅然と ○学校は、いじめられた子どもを守ることを

じ した態度で臨み、事実を確認し、いじめを 第一に考えた対応をとることを伝える。

め やめさせる。 ○事実を冷静に確認し、わが子の言い分を十

た ○いじめの理由や背景を突き止め、根本的な 分に聞くようにする。

側 解決を図る。 ○被害児童、保護者に対して、適切な対応（謝

○カウンセラー、教育相談等、関係諸機関と 罪等）をするように伝える。

連携をとる。
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い 行 い ○つらく苦しい気持ちに共感し、「いじめか ○わが子を守り抜く姿勢を子どもに見せるよ

じ 為 じ ら全力で守ること」を約束する。 うに伝える。

め が め ○本人や周辺からの聞き取りを重視し、精神 ○いじめの問題解決に向けた学校の方針への

の 見 ら 的なダメージについて的確に把握し、迅速 理解を求め協力してもらう。

早 え れ に初期対応する。

期 に た ○いじめの理由や背景をつきとめ、根本的な

対 く 側 解決を図る。

応 い

に 場 い ○いじめは「絶対に許さない」という毅然と ○学校は、いじめられた子どもを守ることを

関 合 じ した態度で臨み、事実を確認し、いじめを 第一に考えた対応をとることを伝える。

す め やめさせる。 ○事実を冷静に確認し、わが子の言い分を十

る た ○いじめの理由や背景を突き止め、根本的な 分に聞くようにする。

こ 側 解決を図る。

と ○カウンセラーと連携をとる。

直接的 ○傍観することはいじめに荷担することと同 ○いじめに気付いた時、傍観者とならず助け

な関係 じであることを考えさせ、いじめられた児 る側の態度をとることができるような子ど

のない 童の苦しみを理解させる。 もに育てる。

者に対 ○友達の言いなりにならず、自らの意志で行 ○いじめに対する考え方を理解してもらい、

して 動することの大切さに気付かせる。 どんな場合でもいじめる側や傍観者になっ

てはならないという気持ちを育てるように

伝える。

○家庭や地域での取組

各家庭での ○自分の子どもに関心をもち、子どものさびしさやストレスに気付くことのできる親になれる

取 り 組 み よう啓発する。

○ダメな時は「叱ることのできる親に！」、頑張った時は「褒めることのできる親に！」を合

い言葉として意識する。

○子育てを母親任せにしないで家族全員で子育てに参加するよう啓発する。

○携帯電話やパソコンを使うルールを保護者と本人で話し合って決める。

地 域 で の ○子どもたちを「地域の宝」として育てる意識を持ち、子どもたちに地域から守られていると

取 り 組 み いう安心感をもたせる。

○子どもたちと顔見知りになるために、子どもたちと出会った時は挨拶や声かけをお願いする。

○公園や遊び場などで子どもが困っている場面を見かけたら、積極的に声をかけていただく
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《いじめが発生した（いじめではないかと感じた）場合の対応》

発見者・情報入手者 ○事の大小にかかわらず直ちに報告（管理職、生活指導部等）

関係教員・生活指導部 ○関係学年や生活指導部による情報収集

校長・教頭への報告 ①いじめられている子どもの立場に立って事象や状況をとらえ、
判断する。

②希望的観測をしない。
いじめ対策委員会での協議

③固定観念や硬直したイメージにとらわれない。

④問題の拡大解釈や責任回避をしない。方針と対応・対策の決定

いじめられている子どもへの指導 いじめている子どもへの指導
(1)指導上の留意点 (1)指導上の留意点
①いじめの事実を把握する。 ①いじめの事実を把握する。
②不安を除去し、安全を確保する。 ②カウンセリング・マインド
③訴えること、相談することの重要性を伝える。 ③いじめは絶対に許さない厳しい姿勢
④苦しみを受容する。 ④いじめ行為の悪をわからせる。
⑤活動の機会をつくり、自信回復への積極的支 ⑤人権と生命の尊さをわからせる。
援を行う。 ⑥健全な人間関係を育成できるよう支援する。

⑥対人関係の回復を支援する。 ⑦教師との信頼関係をつくりあげる。
⑦自己主張への積極的支援を図る。 ⑧指導を継続し、徹底させる。
(2)いじめられている子どもに寄り添う指導 (2)いじめられている子どもの気持ちをわからせ
①いじめられている子どもに責任を求めるのは、 る指導
いじめ行為を認めることと同じである。 ①ロールプレイング（役割演技）の活用

②いじめ行為を止めさせることが先決である。 ②ロールレタリング（役割交換書簡法）の活用

＜保護者への対応と連携＞ ＜保護者への対応と連携＞
【保護者から学校へ通報・訴えがあった場合】 【いじめの事実を保護者に連絡する場合】
①通報・訴えをする保護者の気持ちを理解する。 ①家庭訪問して事実関係を確認する。
②誠実に対応する。 ②いじめられている子どもの状況を知らせる。
【学校から第一報を伝える場合】 ③必要以上に原因に追及しない。
①誠意が伝わる連絡をする。 ④子どもとのかかわり方について助言する。
②緊急の対応策について説明し、意見を聞く。 ⑤今後の学校の指導方針や対応について理解し
【その後の対応】 てもらう。
①約束事を守る。 【対応するときの留意点】
②面談や家庭訪問を継続する。 ①保護者の気持ちを理解する。
③学校と家庭が情報交換を密にする。 ②誠意ある態度で臨む。

観衆（心理的同調者）の子どもへの指導 傍観者（無関心者）の子どもへの指導
①いじめへの同調はいじめ行為であることをわ ①いじめは自分にとって無関係ではないことを
からせる。 わからせる。

②いじめを受けている子どもの気持ちを理解さ ②いじめを止めさせることはできなくても、せ
せる。 めて知らせる勇気をもたせる。

③ストレスの除去に努める。 ③傍観は加担と同じであることに気づかせる。

学級全体への指導
①話合いなどを通じていじめを考える。 ⑤好ましい人間関係をつくる。
②心の教育の充実を図る。 ⑥教師の姿勢を示す。
③見て見ぬふりをしない。 ⑦学級の連帯感を育てる。
④自らの意志による行動をとれるようにする。 ⑧正義を行き渡らせる風土を培う。

「いじめ対策ハンドブック」長崎県教育委員会より抜粋
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《重大事態発生時の対処》

関係諸機関と連携 重大事態の発見 市教委へ速報

（情報提供）

いじめ防止対策委員会

校長、教頭、生活指導主任、特別支援教育コーディネー

ター、養護教諭、学級担任 他

事実確認調査・情報収集・情報提供・説明責任

○「誰がどう動くか」の決定･確認、全職員が迅速に！

☆情報の収集 ☆情報の一本化 ☆窓口の一本化 ☆誤情報拡大防止

いじめられた側 いじめた側

○子どもを守ることを第一に！ ○毅然とした指導

○身柄の安全確保 ・関係児童への ○事実確認

○安心して告白を 指導･援助 いじめは絶対許されない

○絶対に守る ・保護者や地域 （出席停止等も視野に）

○学習環境の確保 への啓発活動

情報共有・共通実践

各担任 各学年 児童 保護者 地域 関係機関（警察等）

【報道等への対応】 【事後観察･支援の継続】 【分析・改善】

・適切な情報提供 ・日常観察 ・事案、取組の分析

・教育委員会との連携 ・関係機関等との連携 ・防止に向けた改善
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《いじめ問題への取組についてのチェックポイント》

指 1 いじめ問題について、特定の教員が抱え込むことなく、その重大性を全教職員で認識し、校長
導 を中心に一致協力した指導体制のもと実践に当たっている。
体
制 2 ｢いじめ対策ハンドブック｣等を活用した研修を実施するなど、いじめ問題に関する指導上

の留意点などについて、教職員間の共通理解を図っている。

3 いじめについて訴えがあったときは、正確かつ迅速な事実関係の把握に努めるとともに、事
実を隠すことなく、保護者等と協力して対応する体制が確立している。

4 いじめ問題の状況によっては、適宜、教育委員会へ連絡･相談し、協力して対応している。

未 5 お互いを思いやり、尊重し、生命を大切にする指導等の充実に努めている。特に「いじめは
然 絶対に許されない行為」との認識を持ち、いじめる側が悪いという、明快な一事を毅然とし
防 た態度で指導している。
止

6 いじめのない学級づくりに向け、人権教育の充実を図るとともに、全ての教育活動を通して、
自己肯定感や社会性を培う取組や、共感的人間関係を育成する指導･支援を継続してい
る。

7 ｢長崎っ子の心を見つめる教育週間｣等を活用し、いじめ防止や生命尊重等をねらいとし
た道徳の指導や取組を毎年確実に実践している。

8 児童会活動において、いじめに関わる問題を取り上げるなど、児童が自主的に取り組む
活動を行っている。

9 教職員の言動が、児童を傷つけたり、他の児童によるいじめを助長したりすることのないよ
う、細心の注意を払っている。

早 10 児童の生活実態について、定期的なアンケート調査や個別面談を行うなど、きめ細かな把
期 握に努めている。
発
見 11 校内に児童の悩みを積極的に受け止めることができる教育相談の体制が整備されている。
・ また、配慮を要する児童には、不安や悩みの解消に向け、適切に働きかけている。
早
期 12 教育相談機能の充実に向け、スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーなど
解 学校内外の専門家を活用している。
消

13 いじめ対策委員会を設置し、それぞれの問題を的確に検討することにより、いじめの未然
防止及び早期発見･早期解消に努めている。

14 いじめられている児童に対し、心のケアや様々な弾力的措置など、いじめから守り通すた
めの対応を行っている。

15 いじめを行う児童に対しては、特別の指導計画による指導(出席停止も含む)のほか、警察等
との連携による措置も含め、毅然とした対応を行うこととしている。

16 いじめが解消したと見られる場合でも、継続して十分な注意を払い、折に触れ必要な指導
を行っている。

17 年度始め等に、いじめ問題に対する学校の指導方針や保護者の責任等を明らかにし、保護者
や地域の理解を得るように努めている。

18 いじめが起きた場合、学校のみで解決することに固執することなく、家庭との連携を密にし、
一致協力してその解決に当たるとともに、必要に応じて児童相談所、警察等の関係機関と連
携協力を図っている。

19 学校以外の相談窓口について、周知や広報を行っている。

20 ＰＴＡや地域の関係団体とともに、いじめ問題等について協議する機会を設け、いじめの
根絶に向けた地域ぐるみの対策を進めている。

長崎県教育委員会作成


